








(2)  開示者から開示された後に、自らの責めによらず、公知となったもの 
(3)  開示者から開示される以前から自ら保有していたもの 
(4)  正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得したもの 
(5)  相手方から開示された秘密情報によることなく、独自に開発したもの 

 
 
 
 


